
都民連だより 令和2年7月
（第56巻1号）

夏
号

　　　   

●都民連通信「新型コロナウイルス感染拡大時の活動」（別紙：令和元年度事業報告・決算／都民連会長メッセージ）　
●東社協コーナー　●ミンジーレポート　●編集後記

〔左〕東京都児童虐待防止推進キャラクター OSEKKAIくんと例年5月に実施しているパレードにて（令和2年は中止）
〔右上〕例年4月に行われている厚生労働省主催のこいのぼり掲揚式の様子（令和2年は中止）

〔真ん中下〕ラジオ体操の動画配信の様子　 〔右下〕各地区イベントに出張！ 特に子どもたちには大人気です（三鷹市）

民生委員・児童委員
イメージキャラクター

「ミンジー」

東 散京 歩
　平成22年に都民連で誕生し、名前は都民に公募し選ばれました。「民

4

生委員」「みん
4 4

な」
のミンと、「児

4

童委員」「主任児
4

童委員」「児
4

童」のジーで、ミンジーです。みんなで協力
して子育てするペンギンの姿を通して「地域における支え合いを目指す」「社会全体で
子育てを応援する」活動に取り組む姿を表しています。
　イラストも複数あり、民児協作成のお便りやベスト、グッズ等にご使用いただけます。
また、ラジオ体操等の動画配信にもチャレンジしています！　頑張っている姿をぜひ一度
ご覧いただき、地域住民との話のきっかけにご活用ください。（都民連ホームページから
も見られます）
　ミンジーは、現在、東京だけでなく、広島県と大阪府の
民児協でもご当地ミンジーが活躍しています☆

※新型コロナウイルスの影響により編集委員会が中止となったため、
　今号は縮小版での発行となりました。



都民連 通信委
員
同
士
で
情
報
共
有

　
情
報
伝
達
の
方
法
に
、
「
通

知
や
資
料
郵
送
」
「
電
話
連
絡

網
」
「
メ
ー
ル
」
の
ほ
か
に
、
ス

マ
ホ
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）
の
ア

プ
リ
「
L
I
N
E
（
ラ
イ
ン
）
」

を
活
用
し
て
い
る
地
区
も
見
ら

れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
定
例
会
資
料
や
中
止

に
係
る
通
知
の
発
送
時
に
も
会

長
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲
載

し
た
り
、
住
民
に
も
伝
え
た
い

感
染
症
に
関
す
る
情
報
を
同
封

す
る
な
ど
、
工
夫
が
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

◇
小
平
市
で
は
、
今
後
の
活
動

予
定
が
一
目
で
分
か
る
一
覧
を

掲
載
し
、
委
員
が
混
乱
し
な
い

よ
う
に
配
慮
し
た
。

◇
台
東
区
で
は
、「
活
動
記
録
の

や
写
真
を
掲
載
し
た
「
民
児
協

だ
よ
り
」
を
発
行
し
た
。

　
一
斉
改
選
後
で
も
あ
り
、
多

く
の
地
区
で
新
任
委
員
へ
の
配

慮
も
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

◇
日
野
市
で
は
、
中
止
と
な
っ

た
定
例
会
資
料
を
会
長
等
か
ら

直
接
新
任
委
員
に
渡
し
、
相
談

で
き
る
機
会
を
設
け
た
。

◇
目
黒
区
で
は
、
地
区
会
長
が

新
任
委
員
に
電
話
を
し
、
現
状

で
の
活
動
や
、
例
年
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
も
伝
え
、
委
員
活

動
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
配

慮
し
た
。

　
ま
た
、
自
粛
期
間
が
長
く
な

る
と
、
新
任
委
員
に
限
ら
ず
、

誰
も
が
ど
こ
ま
で
活
動
す
べ
き

か
不
安
が
募
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

◇
羽
村
市
で
は
、
組
織
と
し
て

部
会
の
L
I
N
E
グ
ル
ー
プ
を

書
き
方
」
を
記
載
し
、
電
話
に

よ
る
見
守
り
や
L
I
N
E
で
の

情
報
交
換
な
ど
、
取
り
上
げ
た
。

◇
杉
並
区
で
は
、
中
止
と
な
っ

た
定
例
会
の
資
料
を
送
る
際
に

内
容
が
分
か
る
よ
う
「
資
料
の

説
明
」
を
添
付
し
て
送
付
し
た
。

◇
三
鷹
市
で
は
、
委
員
同
士
の

情
報
共
有
を
図
る
た
め
に
、
読

み
や
す
く
、
ま
た
親
し
み
を
覚

え
て
も
ら
え
る
よ
う
イ
ラ
ス
ト

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
伴
い
、定
例
民
児
協
（
定

例
会
）
の
開
催
中
止
や
対
住
民
向
け
活
動
が
自
粛
さ
れ
る
中
、

各
地
区
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
、
情
報
共
有
を
行
い
、

地
域
住
民
の
見
守
り
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
今
回
は
、
6
月

ま
で
の
各
地
区
の
様
子
を
一
部
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
時
の
活
動

つ
く
り
情
報
交
換
を
し
た
。

◇
葛
飾
区
で
は
、
通
知
に
個
別

支
援
活
動
の
工
夫
に
つ
い
て
も

掲
載
し
た
。

◇
清
瀬
市
で
は
、
往
復
は
が
き

で
全
委
員
の
近
況
調
査
を
行
い
、

事
務
局
・
会
長
で
共
有
し
た
。

　
今
後
の
方
針
等
に
つ
い
て
は
、

会
長
と
事
務
局
で
行
っ
た
り
、

広
い
会
場
で
会
長
会
を
行
う
な

ど
し
て
い
ま
し
た
。

◇
文
京
区
で
は
、
会
長
会
を
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
を
使
っ
た
、

リ
モ
ー
ト
会
議
で
実
施
し
た
。

対
住
民
向
け
活
動

　
行
政
か
ら
の
依
頼
事
項
が
中

止
・
延
期
と
な
り
、
3
〜
6
月

に
か
け
て
は
、
「
住
民
の
見
守

り
活
動
」
の
み
と
な
っ
た
地
域

が
大
半
で
し
た
。
日
常
生
活
の

中
で
外
か
ら
見
守
る
ほ
か
、
電

話
や
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
で
の
会
話

を
通
し
て
対
応
し
て
い
ま
し
た
。

直
接
会
え
な
く
て
も
、
体
調
を

気
遣
う
一
本
の
電
話
に
喜
ん
で

も
ら
え
、
つ
な
が
り
を
感
じ
ら

れ
た
方
も
多
か
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

◇
八
王
子
市
で
は
、
ひ
と
り
暮

ら
し
高
齢
者
用
に
、
給
付
金
詐

欺
や
行
事
の
中
止
を
掲
載
し
た

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
か
ら

の
お
知
ら
せ
」
を
作
成
し
、
無

理
の
な
い
範
囲
で
各
委
員
が
投

函
し
た
り
、
電
話
で
周
知
し
た
。

◇
国
分
寺
市
で
は
休
校
中
に
学

校
と
連
携
し
て
公
園
を
見
回
る

な
ど
、
子
ど
も
た
ち
の
見
守
り

に
も
意
識
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
訪
問
活
動
も

徐
々
に
再
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
際
、
次
の
よ
う
な
配
慮
も

求
め
ら
れ
ま
す
。

◇
板
橋
区
で
は
、
熱
中
症
注
意

喚
起
活
動
を
周
知
す
る
際
に

「
マ
ス
ク
で
顔
が
見
え
な
い
の
で
、

必
ず
身
分
証
明
書
を
着
用
」
と

言
葉
を
添
え
て
い
る
。

　
こ
れ
か
ら
、
マ
ス
ク
着
用
で

の
活
動
が
当
た
り
前
と
な
る
中
、

皆
さ
ん
も
熱
中
症
に
つ
い
て
十

分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
屋
外
で
十
分
な
距
離
が
確
保

で
き
る
場
合
は
マ
ス
ク
を
は
ず

し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
ま
め
な
水
分
補
給
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。
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自ら望んで利用したいと思える成年後見制度へ　
〜福祉広報3月号「社会福祉NOW」より〜

東社協コーナー 東社協（東京都社会福祉協議会）
�� �社会福祉に関わるさまざまな課題の解決や、福祉サービスの向上などを

目的として、都内の福祉に関わる関係者の幅広いネットワークづくりを
通して、だれもが暮らしやすい地域社会の実現をめざして活動しています。

　成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障
がい等により判断・意思決定する力が十分でない
方々の生活や財産等の権利を守り、自己決定を支
援するための制度として、平成12年4月に始まり
ましたが、未だ十分に利用されているとは言い難
い状況にあります。
　理由の一つ目に、財産管理のイメージが強く、
意思決定支援や身上保護の面で必ずしも十分に権
利擁護が図られる制度とはいえず、自ら望んで利
用したいと思う制度になっていない点があります。
二つ目に、不正防止の観点から、弁護士等の第三
者後見人が選任される比率が増加し、本人や家族
と第三者後見人の信頼関係がうまくいかないケー
スが出ていた点も挙げられます。
　このような状況をふまえ、平成28年5月、成年
後見制度利用促進法が施行され、これに基づき翌
年3月、「成年後見制度利用促進計画」が策定され
ました。

　東京においては国に先んじて成年後見制度の利
用促進に取り組む一方で、親族の申立て支援や親
族後見人のサポートが充実しているとは言い難い
状況があります。そこで東社協では、東京都、東
京家庭裁判所および三士会（弁護士会、司法書士
会、社会福祉士会）との協議を重ねるとともに、
平成31年度には「成年後見制度と地域福祉権利擁
護事業の今後のあり方検討会」を設置しました。
本人や本人を支える親族等の納得と合意による適
切な後見人が親族や第三者問わず選任されるよう
支援するとともに、選任後も一貫した後見人支援
を行うことを目的に、「地域と家庭裁判所の連携に
よる成年後見制度の新たな選任・利用支援のしく
み（以下、新たなしくみ）」の運用を開始しました。
　福祉広報3月号では、利用者が成年後見制度の
良さを実感できるよう「新たなしくみ」をベース
とした、江戸川区社協の取り組みを紹介しています。

瑞宝単光章　笠島　伸介様（荒川区）
　　　　　　西垣けい子様（世田谷区）
　　　　　　芹澤　考子様（練馬区）
藍綬褒章　　楢本　愛子様（八王子市）

誠におめでとうございます。

令和2年度春の叙勲・褒章
受章者のご紹介

令和2年度第1回協議員総会は、新型コロナ
ウイルスの影響に伴い書面開催となりました。
書面決議により令和元年度都民連事業報告お
よび決算が承認されましたので一部をご紹介し
ます。なお、2月〜 3月に予定されていた事業は、
感染拡大防止の観点から中止または開催形態
を変更しての実施となりました。詳細は別紙を
ご覧ください。

引き継ぎの徹底と新任委員への支援

引き継ぎ準備強化月間（令和元年9月）にて
「一斉改選に伴う引き継ぎ方針」の改訂と周知、
全委員向けチラシの配布を行いました。

改選期新任研修は3日間のうち、1日目を大規
模研修とし、多
くの同期がいる
安心感や活動
へ の 意 欲 を
持ってもらうこ
とができました。

活動強化方策推進委員会を設置

東京版 活動強化方策の推進に向けた委員会
を新設し、現状の確認と課題の整理、今後の
推進策の検討を行いました。

台風15号・第19号の被災地支援

昨秋の台風被害により災害救助法の適用を
受けた都内5地区に全民児連「民生委員・児童
委員災害救助活動支援金」を送付しました。
　11月期のブロック協議では都内の被害状況や
民児協の支援活動をテーマに話し合い、発災
時の情報伝達や判断基準、安否確認の手法等
の課題を整理して情報提供しました。ご地元で
の体制整備に向け、ぜひご活用ください。

事業報告・決算

3 都民連だより　令和 2年 7月（第56 巻1号）



ミ ン ジ ー レ ポ ー ト

活動記録
あれこれ

毎週月曜日に更新して
いる「Pick Up 民児協」
は見てくれてる?　各地区
の実践活動をトップ画面
で紹介しているんだ。6月
からは「民児協活動検索」の情報も更新されていて、各地区の最
新の活動状況が見られるよ♪

さらに「民生児童委員専用ページ」にお知らせ機能が追加！
各地区で行われている先駆的な実践活動の様子を紹介したり、

皆さんに活用してもらえそうな情報や資料を定期的に配信して
いくよ。都民連事業の実施・中止についても掲載しているので、
ぜひ、定期的にのぞいてみてね♪

東京都民生児童委員連合会
〒162-0823  新宿区神楽河岸1-1 

セントラルプラザ4階
TEL：03（3235）1163　FAX：03（3235）1169
E-mail：tominren@tcsw.tvac.or.jp
年4回発行　印刷：株式会社トライ

中西　幸二（中央区）	 大島　みさ子（台東区）
扇　ひでみ（目黒区）	 小島　繁子	 （板橋区）
高橋　恒生（葛飾区）	 佐伯　栄子	 （多摩市）
永井　紀子（小金井市）	 葛西　正人（東久留米市）
下田　俊章（福生市）

下田		和惠（都民連副会長：広報担当）

誰もが思わず読みたくなる都民連だよりを作りた
いと、新編集委員と共に意気込んでいたのですが、
新型コロナウイルス感染症拡大により編集会議は
中止に…。今回は縮小版での発行となりました。自
粛疲れの方が表紙のミンジーに癒され、各地区の
活動紹介が新しい生活様式のヒントになればうれ
しい限りです。収束後は、新企画も織り込む予定の
秋号に向けて熱く意見交換し、お役立ち情報満載
でお届けしたいと願っています。　　　下田　和惠

�　新型コロナウイルス感染拡大の状況下で、普段通りの活動ができなかった地区も多かったことでしょう。
そのような中で今回は、各地区で工夫しながら行った見守りや安否確認の記入について紹介します。

「新型コロナウイルス感染拡大に伴う訪問・連絡活動の記入」

　見守り活動や安否確認には、①行政・関係機関からの依頼によるもの、②民児協の取り
組みとして行うもの、③委員自身が気に掛かる世帯に対して自主的に行うものがあります。
特に、この時期多く見られた、電話による見守りや、ポスティング、対面せずにインターホン
越しに安否確認する活動についての記入の考え方は以下のとおりです。なお、会話の中で
相談を受けた場合は、相談・支援件数として記入しましょう。

その他の
活動件数 訪問回数 活

動

日

数

行
事
・
事
業
・

会
議
へ
の

参
加
・
協
力

訪

問
・ 

連
絡
活
動

そ

の

他
（2） （7） （8） （11）日・曜日 活　動　概　要

6日
（月）
①

行政の依頼で、見守り対象者名簿に掲載されている高齢者宅5軒を安否確認のため訪
問した。2人はインターホン越しに安否確認できたが、3人（Aさん・Bさん・Cさん）は
留守だったので行政が用意した「熱中症予防喚起チラシ」と手紙をポスティングした。

◯
7日
(火)
②

留守だった3人に、電話で安否確認を試みた。Aさん・Bさんは電話が通じて様子が
確認できたが、Cさんは電話がつながらず、留守番電話機能がないためメッセージも
残せなかった。

◯
9日
（木）
③

連絡がつかないCさんが気になり、午前中に再訪問したが留守だった。夜、犬の散
歩のついでにお宅の前を通って外から様子を伺うと、家の電気がつきテレビの音も
したので、お元気そうだと確認できた。

◯

編集委員

編集協力

編集後記

発　行

【記入のポイント】
①	⇒	安否確認できた場合は「訪問・連絡活動（7）」に記入します。また、資料等のポスティングは、延べ件数を「その他（8）」

に記入し、ポスティングした事業の主体によって「行事・事業・会議への参加・協力（2）」（行政・関係機関主体）か「地
域福祉活動・自主活動（3）」（民児協・民生委員が主体）にも記入します（同じ事業の場合、1日に何件やっても（2）（3）
はその日ごとに1件のみ記入）。

②⇒	電話で本人や同居の家族と話して安否確認できた場合は「訪問・連絡活動（7）」に記入します。留守番電話にメッセー
ジを残した場合は住民への連絡と捉えて「その他（8）」に記入します。しかし、Cさんのようにメッセージを残せなかっ
た場合は連絡できたとは考えにくいので、その旨を活動概要に記入し、活動日数にのみ〇をします。

③⇒	午前中の訪問では、Cさんの状況が分からなかったため、訪問したという事実のみを捉えて「その他（8）」
に記入します。一方、夕方のように家の外からでも生活状況を捉えるサインが確認できた場合は、安否
確認できたと捉えて「訪問・連絡活動（7）」に記入します。

活用してね！都民連ホームページ

★都民連ホームページ
　〔URL〕https://www.tominren.com/　
　民生児童委員専用ページ　
　【ID】tominren　【パスワード】20180401

みんながほしい情報が盛りだくさん♪
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